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第５回行財政改革審議会議録  

 

日時  

 令和６年７月１７日（水）午後１時３０分～午後３時３０分  

場所  

 流山市役所  第１庁舎３階  庁議室  

出席委員  

 小國会長、白澤副会長、岡村委員、洞下委員、青木委員、  

重村委員、熊井委員、今井委員、河野委員、山田委員、大倉委員  

・・・（１１名）  

 うち、オンラインによる参加者０名  

傍聴者  

 ３名（オンライン傍聴者０名、現地傍聴者０名）  

欠席委員  

 首藤委員、近藤委員、大塚委員、古屋委員・・・（４名）  

事務局  

 総合政策部  須郷部長  

 情報政策・改革改善課  佐藤課長、渡辺課長補佐、堤係長  

芝吹主任主事、門沢主事  

議題  

 ・第４回行財政改革審議会質問及び意見シートについて  

・次期情報化推進計画の方針について  

 

添付資料  

【資料１】第４回行財政改革審議会質問及び意見シート  

【資料２－１～３】情報セキュリティ監査関係資料  

【資料３】主な情報システムの導入と効果  

【資料４】 DX 研修計画  

【資料５】外部アドバイザーの導入状況  

【資料６】次期情報化推進計画の答申に向けた方針内容について  

【資料７】行財政改革審議会のスケジュール（案）  

その他：第４回行財政改革審議会の議事録、意見シート  
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（小國会長）  

それでは定刻となりましたので、第５回流山市行財政改革審議会を開

催いたします。  

なお、予めご報告申し上げますが、流山市では「流山市審議会等の委

員の選任及び会議の公開等に関する指針」を策定し、審議会等の会議は

原則公開とする旨規定しております。  

本日も、既に、傍聴人の方々にお入りいただいているところですので、

あらかじめご了解いただきたいと存じます。  

なお、首藤委員、近藤委員、大塚委員、古屋委員の４名からは、所用

により欠席の連絡をいただいております。  

 現時点での出席状況は、流山市行財政改革審議会条例の規定人数に達

しておりますので、会議は成立していることを、ご報告します。  

 

それでは、本日の審議会の進行について、事務局から説明願います。  

 

（事務局）渡辺情報政策・改革改善課長補佐  

それでは、本日の進行について事務局より説明します。  

まず、配布資料の確認をします。  

・会議次第（資料番号なし）  

【資料１】第４回行財政改革審議会質問及び意見シート  

【資料２－１～３】情報セキュリティ監査関係資料  

【資料３】主な情報システムの導入と効果  

【資料４】 DX 研修計画  

【資料５】外部アドバイザーの導入状況  

【資料６】次期情報化推進計画の答申に向けた方針内容について  

【資料７】行財政改革審議会のスケジュール（案）  

さらに、第４回行財政改革審議会の議事録と意見シートをお配りして

おります。  

なお、開催通知において、前回の「【資料３】流山市情報化推進計

画」、「【資料４】流山市における情報化推進の変遷について」をお持ち

頂くようにお願いしました。  

前回ご欠席の委員には、本日あわせて配布しましたが、不足している

資料はないでしょうか。  

本日の進行については、お配りしている次第のとおり、まず、 次第
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１ として、「第４回行財政改革審議会質問及び意見シート」、「情報セ

キュリティ監査関係資料」、「主な情報システムの導入と効果」、「 DX 研

修計画」、「外部アドバイザーの導入状況」について触れ、質疑応答を行

い、次第２ として、「次期情報化推進計画の方針」について説明をさせ

て頂いた上で、質疑応答及び意見交換をして頂き、最後に、 次第３

「その他」として、今後の開催予定について、説明します。  

なお、本日もＡＩによる音声認識を活用した会議録作成のため、大変

お手数ですが、発言の折には、必ずマイクを使用し、冒頭で氏名を名

乗ってください。  

また、発言後にはマイクの電源をオフにしてください。  

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  

事務局からは以上です。  

会長よろしくお願いします。  

 

（小國会長）  

 承知しました。  

前回ご欠席の委員もいらっしゃいますので、審議に入る前に、これま

での審議について、事務局から簡単に説明をお願いしたいと思います。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 かしこまりました。  

それでは説明します。  

 前回の審議会では、これまでの説明と質疑応答を踏まえて作成した次

期経営改革プランの答申案について、ご審議を頂き、答申を完成させて

いくこととしました。  

また、前回の【資料３】流山市情報化推進計画、【資料４】流山市に

おける情報化推進の変遷を用いて、流山市の情報化施策について説明

し、今回の審議会で、次期情報化推進計画の方針に関するご意見を伺い

たいと考えております。  

 

（小國会長）  

承知しました。  

それでは、審議を進めていきます。  

次第１「第４回行財政改革審議会質問及び意見シート」についてです
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が、こちらは事務局から資料１が配布されています。  

これに関して、事務局から何かありますか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 はい。  

資料１では、意見シートでいただきました内容とその回答を記載しま

した。  

資料１については、事前にメールで内容をご確認いただいているかと

存じますが、次期経営改革プランの答申案については、職員の人材育成

に関するご意見を反映させていただき、これまでの情報化推進の取組み

と情報化推進計画については、この後の質疑の中で、確認したい内容が

ございましたら、ご発言いただきたいと存じます。  

 また、資料２－１から資料２－３は、本市が実施している情報セキュ

リティ監査の内容として、資料２－１に令和６年度の監査計画書、資料

２－２に令和３年度外部機関からの監査報告書、資料２－３に令和５年

度の外部機関からの監査報告書の資料となります。  

資料３は、本市の主な情報システムの導入と効果として、グループ

ウェア、基幹系システム、ちば電子申請システム、公共施設予約システ

ム等の主な情報システムの内容、資料４は、本市の DX に関する研修の

計画と内容、資料５は、本市の外部アドバイザーの導入状況として、令

和３年度及び令和４年度に行いました派遣のうち、職員に行った「自治

体の情報システム標準化・共通化」の研修に関する資料となります。  

外部アドバイザー派遣は、研修のほか、オンラインによる指導・助言

等をいただいております。  

 

（小國会長）  

ありがとうございます。  

事務局から説明のあった資料１から資料５の内容に関して、確認した

い点がありましたら、お願いします。  

 

～委員からの意見無し～  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  
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それでは、次第１は以上とし、次第２「次期情報化推進計画の方針に

ついて」に進みます。  

事務局から説明をお願いします。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 お配りした資料６をご覧ください。  

 次期情報化推進計画の方針について、事務局の考えを記載したもの

が、この資料６となります。  

 

～資料６について説明～  

 

こちらを参考に、次第２の審議を進めて頂ければと考えております。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

前回の審議会で、事務局から配付がありました【資料４】流山市にお

ける情報化推進の変遷の裏面にありましたとおり、市長からの諮問では、

「情報化推進計画の策定及びその内容に関して意見をもらいたい」との

ことでした。  

本審議会が答申すべきことは、情報化推進計画の方針やあり方がどう

あるべきかということです。  

これが情報化推進計画の骨子になります。  

今の事務局からの説明について、確認したい点がありましたら、お願

いします。  

 

-質疑応答 - 

（青木委員）  

 本日の審議会ではどの範囲を話し合うのかが資料から類推できなかっ

たため、もう一度ご説明いただけますでしょうか。  

 

（小國会長）  

 私の理解ですと、主に情報化推進計画の改定の方針だとか、こういう

考え方で計画を作っていったらいいよ、こういう内容を盛り込んでいく

べきだよっていう、大枠の方針だとかあり方がどうあるべきかみたいな
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ところを議論するというふうに認識しております。  

具体的に何かシステム内容についてこういうシステムを導入すべきだ

とかっていう細部に入るというよりは、どういった方向性で次期の情報

化推進計画を立てていくべきか、どういった内容で考えていくべきかっ

ていうところを議論するというふうに認識しております。  

 事務局の方から何か補足等あればお願いできますか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

会長がおっしゃったとおり、資料６で記載している「ビジョン（将来

像）」として、市民の方や事業者の方にとってどうあって欲しいか、職

員としてはどうあるべきかと言った視点でしたり、「ポリシー（方針や

行動指針）」として、市民の方や事業者の方への行動はどうあるべきか、

職員はどう行動すべきかでしたり、「システ ム・マインド」として、市

役所の体制や職員の望ましい姿の実現のためにこういった対応を全庁的

に進めていくことが望ましい等、ご意見をいただいて次期情報化推進計

画の参考とさせていただきたいと考えているところでございます。  

 

（青木委員）  

 それでは、こちらについて意見を述べてもよろしいでしょうか。  

 

（小國会長）  

 まずは、事務局からの説明に対する質問を先に受けさせてください。  

 他に質問ございますでしょうか。  

はい、今井委員。  

 

（今井委員）  

 情報化推進はシステム化の向上ということだと思うんですが、それを

進めると、生産性の向上とか効率化アップとか、そういう正の側面もあ

りますけれども、情報漏洩だったり、バグ等の発生によるシステムダウ

ンといったリスクも考えられますが、リスクをどう管理していくかとい

うことについては、この情報化推進計画の中には入れないのでしょうか。  
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（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

ご質問いただきました、情報セキュリティ対策の観点につきましては、

現行の情報化推進計画でも触れさせていただいていますが、次期情報化

推進計画においても、個人情報の漏えいやシステム障害への対策として 、

どういった取り組みをしていくかといったところも載せさせていただき

たいと思っております。  

 

（今井委員）  

 例えば、データのバックアップをどうするかということについても検

討されるのでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 バックアップにつきましては、バックアップデータをどこに保管し、

何世代分保持するかといった内容を、各部署がシステムを導入する際の

仕様書に記載することを想定しています。  

こちらにつきましては、資料６のシステム・マインドのところに関係

してきますが、職員への研修として資料４に記載している「情報システ

ム調達研修」で、システム調達時において、バックアップ含め、仕様と

して、どういった内容を記載すべきかということについて指導していく

ことを考えております。  

 

（小國会長）  

 他いかがでしょうか。  

はい、青木委員。  

 

（青木委員）  

 はい。  

青木です。  

今回の資料でちょっとわからなかったところがあるのでところがある

のですが、情報化推進に関してですね、情報改革については、「制度」

「システム」「現場のプロセス」の３つの改革が必要になってくると思

います。  

そのために、この情報化推進のプロジェクトなり組織が、市の中でど
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ういうふうに位置付けられているのかというのを知りたいのですが、そ

ういった資料を出していただくことはできますでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 情報化推進計画の策定やその運用に係る体制に関する資料につきまし

ては、お出しすることできますので、次回提示させていただきますが、

概要を申しますと、流山市の情報化を進めていく上では、市長をトップ

とする流山市 DX 推進本部という組織体を設けており、各部局長を構成

員としております。  

その流山市 DX 推進本部におきまして、市がどのように情報化を進め

ていくかというところを説明しまして、情報化推進計画に対する意見に

ついて全庁の職員に対してアンケート調査を行って策定していくものと

なっております。  

 

（青木委員）  

 その DX 推進本部が市長直轄の部局であり、そこがグランドデザイン

を作っていくという認識で間違いないでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 はい。  

ご認識のとおりでございます。  

 

（小國会長）  

 他いかがでしょうか。  

はい、河野委員。  

 

（河野委員）  

 公共サービスについてはかなりシステム化が進んでいると思いますが、

以前の審議会において、庁内の文書決裁は紙と判子でやっているという

話をされていたと思います。  

文書決裁のシステム化によって決裁の時間が圧倒的に短縮されるとい

うことは私も前いた会社でも経験したことですが、市役所では特に決裁

による意思決定が重要とされていると思いますので、職員目線の費用、

生産性の向上の観点では文書決裁のシステム化は特に検討が必要な観点
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ではないかと考えます。  

あともう 1 つ、なかなか難しいかもしれませんけど、おそらく各部署

担当部署の書架に文書は保管されていて、他部署からは見えなくなって

いるのではないかと思いますが、今のお仕事っていうのは、単一の担当

で済むだけのものではなくなってきてると思うんです。  

いろんな部署を重なりあって仕事していくときに、他がどういうふう

に進めてるのかというところを、足並みを揃えていかないと、いわゆる

部門最適全体不適って昔は言われてましたけど、そんなことになりかね

ないのかなと思います。  

ですので、そういった庁内のシステム化の進み具合がどうなっている

かというところを伺いたいです。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

現在はおっしゃるとおり、庁内ではまだ印鑑による決裁を行っており

ます。  

次期情報化推進計画にも掲載させていただく予定ですが、決裁につき

ましては、電子決裁の導入を予定しております。  

現在では、他部署の文書等のデータをどうしているのかということで

すが、決裁のシステムはありませんが、文書保存サーバというものがあ

り、そこに各部署がデータを保管するようにしています。  

他の部署と情報共有すべきものや、他部署が閲覧できても問題ない資

料につきましては、文書保存サーバ内の共有領域に置いて共有するよう

にしております。  

その他には、イメージしやすいものとして kintone というシステムが

ありますが、全庁への連絡、ファイル共有等を行うためのグループウェ

アという情報共有、情報連絡のシステムを導入して共有を図っていると

ころです。  

紙の資料しかない場合は、関係部署の決裁を取ったり、資料のコピー

を配付するということをしております。  

ご意見いただいたとおり、決裁につきましては、まだペーパーレスと

なっていない、非効率という側面がございますので、電子化を進めてい

きたいと考えております。  
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（小國会長）  

 河野委員からの質問に関連してですが、決裁結果の履歴については、

電子的に管理されてるのでしょうか、それとも書庫を見ないとわからな

いのでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 決裁結果につきましては、今は紙による決裁が主でございますので、

最終決裁権者まで決裁が終わりましたら、その文書を担当する部署の文

書保管庫に格納しております。  

 

（小國会長）  

 そうすると PDF 化等はしてないってことでよろしいですか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 はい。  

別途決裁の書類を使用する機会があったり、別の決裁で添付する必要

がある場合には、 PDF 化をすることはありますが、現在は全ての決裁文

書を PDF 化していない状況です。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

他に質問等ありますでしょうか。  

はい、山田委員。  

 

（山田委員）  

 次期情報化推進計画の原案的なものはもう作成されているのでしょう

か。  

また、我々にはいつ提示されるのでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ご質問ありがとうございます。  

次期情報化推進計画につきましては、令和７年度から令和１１年度の

５年間における計画の策定を予定しており、この計画につきましては、

本審議会で、本日を含め３回の審議会で皆様にご審議いただきます。  
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そこで、ご審議いただいた内容を踏まえて、１１月に市長へ答申する

予定としております。  

現在、市で、次期情報化推進計画に関して、各課への調査を現在行っ

ているところです。  

その内容を令和７年度から令和１１年度までの５年間、情報化に関す

る取り組みをどのように行っていくのか、まとめさせていただきまして、

その答申の内容も含めまして、令和７年３月までに皆様へお示ししたい

ということを考えております。  

 

（山田委員）  

 令和７年３月までに、この審議会の委員に提示されるってことなんで

すか。  

その作成したものに対する議論的なことはどこでするんでしょうか。  

 

（小國会長）  

 私の方からお答えしたいと思うんですけど、次期情報化推進計画に対

して、こういう内容を盛り込んだほうがいいよねとか、こういう方針で

計画を作ったほうがいいよねっていうことをご意見申し上げるのがこの

審議会であって、我々審議会メンバーの意見を踏まえた上で、市が令和

７年３月までに情報化推進計画を作成し、我々含めた市民に対して、令

和７年３月に示されるというふうに私は理解したんですけど、その理解

であっていますよね。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 はい。  

おっしゃるとおりでございます。  

 

（小國会長）  

 他に質問等ありますでしょうか。  

はい、洞下委員。  

 

（洞下委員）  

 情報セキュリティを担当する部署はどこでやるのかとか、システムを

導入したときの検証をできる人材が流山市の中にいるのか、また、情報
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セキュリティに関して外部監査をされていると思うんですけども、内部

的な監査はやっているのかというところを知りたいです。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

情報セキュリティに関しては情報政策・改革改善課が所管しています。  

ただし、流山市情報セキュリティポリシーという規定で定めていると

ころですが、各システムにおけるセキュリティ管理者というものはシス

テムを導入する各所属の所属長になります。  

また、システム導入時の検証という点ですが、各所属においてシステ

ムを導入する際は、事前に情報政策・改革改善課にシステム導入に係る

事前協議書を提出するルールになっており、その中で情報セキュリティ

の観点でもチェックを行っています。  

情報セキュリティに関する内部監査につきましては、毎年情報政策・

改革改善課から全庁に対して、各課等におけるセキュリティ順守状況に

関して調査を実施していまして、外部監査では第三者機関の外監査法人

の 方 から 、 流 山 市 の シ ステ ム で し た り 、 流山 市 が 設 け て い るセ キ ュ リ

ティの規程類を確認して、ご意見、ご指摘をいただいております。  

また、その他に、流山市がシステムを電算委託している事業者がござ

いますが、その電算委託事業者の営業所やデータセンターに情報政策・

改革改善課の職員が伺い、適切に情報の管理・運用がされているかの確

認を毎年行い、必要に応じて意見等をさせていただいているところです。  

 

（洞下委員）  

 情 報シ ス テ ム に 関 す る専 門 技 術 者 は 何 名ほ ど 流 山 市 の 職 員の 中 に い

らっしゃるのでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

システムの専門技術者というものはおりませんが、情報政策・改革改

善課の職員が情報システムを専門として業務を行っており、各課等にお

いて業務で利用するシステムやツール等に関して、適宜情報政策・改革

改善課で相談を受け付けているところです。  

また、各課等においても、専門技術者のレベルまではいきませんが、
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情報システムに関して、ファシリテーターとなるような人材の育成につ

いてお願いしているところです。  

 

（洞下委員）  

 各課にある程度担当がいるってことですよね。  

ということは、各課で業務プロセスフローができ上がっていると思う

んですけども、それを閲覧することは可能なんでしょうか。  

なぜ閲覧したいのかといいうと、その業務フローの中でどこが課題に

なってるのかっていうことをその課で議論されていたりとか、そういっ

た点がわかれば、問題点が把握しやすくなってくると思うんですけども。

ありますでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 各課の業務プロセスやフローにつきましては、内部の機密情報に係る

ものはお出しできないかもしれませんが、可能な範囲でお示ししたいと

思います。  

 

（小國会長）  

 他に質問等ありますでしょうか。  

はい、岡村委員。  

 

（岡村委員）  

 生産性の向上に関することなんですけれども、いま生産性向上を阻ん

でいる要因の分析等はされているんでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 例えば、今まで行ってきたやり方をそのままずっとやっていく、前例

踏襲ということで、今やっている内容がベストと思って仕事を進めてし

まっているようなことでしたり、紙で見て処理した方がやりやすいとい

う先入観といったところがあると思います。  

また、同じような業務を重複してやってしまっている、そういったム

リ、ムラ、ムダが発生している部分に対して、システムやツールを活用

して効率的にやっていくことが課題だと捉えております。  
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（岡村委員）  

 まさに、そのあたりがポイントだと思ってまして、さっきの決裁シス

テムなんていうのは役所の中でも何十年も確立されてますので、使われ

てる方はこれが当たり前、負担になってないという感想とか印象を持た

れてるんじゃないかと思うんですね。  

だけど、これ実際には相当時間使ってますし、文書の保管とか、そう

いったことで相当生産性を下げてるんじゃないかなと思うんですね。  

そのあたりの分析とデジタルによって効果あるんだと、先ほど河野委

員 も 仰っ て い ま し た け ど、 や っ て み る と すご く 効 果 的 だ と いう 経 験 が

我々もありますので、そのあたりについて、新たな視点で見るというこ

とは大切なんじゃないかと思います。  

 

（河野委員）  

 ここまで伺っていると、庁内のシステムを俯瞰的に見ている専管部署

はないってことですよね。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 全庁に跨るようなシステム、ほぼ全職員が使っているようなシステム、

例 え ば、 文 章 保 存 サ ー バや グ ル ー プ ウ ェ ア 等 に つ き ま し て は、 情 報 政

策・改革改善課で調達し管理運用を行っています。  

一方、各課でのみ使うシステムにつきましては、各課がメインとして

取 り 組み 、 シ ス テ ム 導 入前 に 情 報 政 策 ・ 改革 改 善 課 に 事 前 協議 を す る

ルールとなっており、そこで、システムを把握し、導入時及び導入後の

運 用 とい う と こ ろ で も 、必 要 に 応 じ て 情 報政 策 ・ 改 革 改 善 課が 支 援 を

行っています。  

 

（河野委員）  

 今のシステムは技術が進歩してものすごく難しくなっている部分もあ

ると思うので、システムの専管部署でなければ見抜けない部分があるの

ではないかと思うんです。  

だからこそ、今はどこの会社も専管部署があって、専門で対応する人

たちがいますよね、というのがちょっと気になりますかね。  

それから、各課で勝手にシステムを導入して外部と繋がってしまうと

変なことが起こりかねないと思いますが、今の各課で取り扱っている個
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別のシステムについては、当然権限持った部署による許可を持ってシス

テムを導入しているんですよね。  

DX 進めるのであれば、そういったリスクへの対策もきっちりと考え

ないといけないと思います。  

 

（白澤副会長）  

 私の知っている中での情報でお伝えをさせていただくと、端末含めで

す ね 行政 の 中 の そ の シ ステ ム と い う の は ３つ ぐ ら い に 分 か れて い ら っ

しゃるように認識をしています。  

個人情報ですとか外に出てしまってはいけないものに関しては端末自

体が独立しているネットワークが独立しているという認識ですね。  

その階層が分かれていて、より外部と繋がりやすい部分に関しても、

例えば、 LoGo チャットといった行政の方が使われる専用のシステムと

いうのを導入して、その中で外部の方とのコミュニケーションとかって

いうのを行っている自治体が多くあるかなというふうに認識してるんで

すね。  

それに関しては、かなり多くの自治体が使われていて、セキュリティ

に関してもその事業者がチェックをかけているという状態だと思ってい

ます。  

 なので、情報の階層とか、セキュリティ基準といいますか、どういう

ところでリスクがあるかといったような分岐点も一般の企業とは少し一

般の企業とは少し異なるのかなという認識ではあります。  

 

（河野委員）  

 一般の企業も当然そういうふうにはなってるんですけれども、疑問に

感じているのは、システムの構築であったり運用っていうのを、無駄な

く で きる た め に ど う す れば い い の か っ て こと を 専 管 で 考 え る人 が い な

いってことが本当にいいことなのかどうかなというところだけです。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 自治体におけるネットワークのお話になりますが、先ほど白澤副会長

が お っし ゃ っ た と お り 、セ キ ュ リ テ ィ 対 策と し て 、 自 治 体 では ３ つ の

ネットワークに分離してシステムを管理運用することが義務づけられて

おります。  
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まず１つ目が住民記録や税、保険、マイナンバーといった住民の情報

を取り扱うシステムであり、これは閉域のネットワークで構築しており、

そこに繋がっている端末でしか使えないようになっております。  

２つ目が、グループウェアや文書保存サーバといった職員が業務で使

用するシステムのためのネットワークで、 LGWAN と呼ばれているもので

す。  

３つ目は、外部の方とやりとりするためのインターネット回線です。  

 

（白澤副会長）  

 お話を伺っていて、セキュリティだったり、監査といった安心安全を

担保するための行動もしくは事業に対してのお話と、業務効率化といっ

たようなお話、この２つの観点が一緒にお話されていたようにたように

認識していますが、この２つの観点は分けてお話をした方がいいかなと

いうふうに思っております。  

 

（小國会長）  

 情報セキュリティに関して、追加でお伺いしたいんですけど、情報セ

キュリティ＝システムセキュリティではないですよね。  

システムのセキュリティは情報セキュリティ中の１つであって、例え

ば、どういうふうに文書を管理するかであったりだとか、一人ひとりの

職員がどういうふうにそれを守るかであったりだとか、そういったオペ

レーションであったりだとか、仕組みも含めた上での情報セキュリティ

だと思っています。  

今までの話だとどっちかというとシステム的なセキュリティという話

が中心だったかというふうに思うんですけど、それをまず運用していく

側の情報セキュリティっていうか、例えば、文書管理においては機密情

報の基準の整備だったりとか、そういったオペレーション面で所管して

いる部署があればいいという話と、それを一人ひとりの職員が守らない

と情報セキュリティ自体は担保できませんので、それをどういう仕組み

もしくはどういうオペレーションで担保されているのかっていうところ

をお伺いしてもよろしいでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ご質問ありがとうございます。  



 

17 

 

セキュリティ対策としましては、システム面での技術的セキュリティ

対策、データの保管場所等といった物理的セキュリティ、そして人的セ

キュリティ、この大きく３つあると思いますが、一番注意することが必

要と思うのは、人的セキュリティのところでございます。  

例えば、メールを送る際に BCC で送るところを CC で送ってしまった

り、機密情報を含む資料を机の上に置きっ放しにしてしまったり、外出

先で業務に関わる話をしているところを外部の人間に聞かれてしまった

り、悪意を持ってやる職員はいないですが、職員がそういったミスをし

てしまうことが想定されますので、新規採用職員に対しては入庁時に情

報セキュリティ研修を実施したり、その他の職員に対しても毎年研修を

受けさせたり、内部監査において実際の業務における行動で問題のある

部分がないかということをチェックする等、セキュリティを意識した行

動の強化を図っているところです。  

 

（小國会長）  

 追加でもう 1 点確認したいのは、文書管理をどういうふうにされてる

かですね。  

情報の極秘・機密・公開情報の指定であったりだとか、その管理方法

であったりだとか、ルール化とか職員に対する教育であったりだとか文

書管理をどのように体系的にやれているかについてお伺いしよろしいで

しょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 文書管理の方法ですが、機密性に応じて基準を設けており、例えば、

その文章は閲覧できるが編集することはできない、そもそも閲覧しては

いけないということがあります。  

システムで申しますと、権限の付与ということになりますが、例えば、

先ほどの文書保存サーバの中で、編集していいもの、閲覧するだけのも

の、閲覧してはいけないもの、といった形で権限の設定をしたり、紙文

書の方も、保管場所や施錠保管等で、その重要度に応じた管理をしてい

るところです。  

 

（小國会長）  

他にありますでしょうか。  



 

18 

 

はい、洞下委員。  

 

（洞下委員）  

 この情報化推進計画は、 DX 化っていうことが基本なんでしょうか。  

例えば、デジタイゼーションとかデジタライゼーション、これが完成

してくると最終的に結果として、デジタルトランスフォーメーションが

起きるっていう流れじゃないですか。  

ゴールは、デジタル革命が起きるっていうことを前提としたデジタラ

イゼーションが何であるかっていうことを我々の方で探すことなのか、

それともその仕組みに対して我々が何かアドバイスしていくのか、どち

らなんでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

前者の方だと考えておりますので、デジタルトランスフォーメーショ

ンを進めていく上で、どういったデジタライゼーションをしていくかと

いったところのご意見をいただければと思います。  

ただ、後者の方のどういった仕組みを入れたほうがいい等のご意見を

受けないというわけではございませんので、有効なものとして考えるも

のがあれば、意見としていただければと思います。  

 

（小國会長）  

 はい、今井委員。  

 

（今井委員）  

 今までの議論を聞いてまして、視点があっち行ったりこっち行ったり

していて、収斂していくのかなという感想があります。  

最初に、今回の資料をメールでいただいたときに、とりあえず目を通

してみたんですが、何かあまりピンとこなかったんですね、前回までの

資料であれば、ここが中心だなというようなところに目が行くん行くん

ですが、どうもそれが今回はなかった。  

私も社会人のときに監査の部門にいたことがあるんですが、通常の監

査とデジタル監査は全く別物で、仕様書があったりしても、同じ監査部

門にいる人間でも理解が難しいんですよね。  
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つまり、デジタルに関しては、専門知識がない中で内容がどうのこう

のというのをここで諮っても、あんまり議論が深まらないような気がし

ています。  

 今後の方向性としてアナログからデジタルへ変えていこうという大方

針はわかるんですけれども、今回の資料のような項目の列挙だけされて

いるような感じだと、さっき言ったように、視点があちこちあっち行っ

たりこっちとして何を議論してるかよくわかんなくなっちゃうと思うの

で、この審議会で何を審議して欲しいのかというのをもう少し明確にし

ていただきたいと思うんですね。  

例えば、先ほど全体を俯瞰する部署がないという意見がありましたけ

れども、今回議論をするにあたって、全体を俯瞰して、いろんな部署が

行ってるいろんな仕事に対して、これをデジタルに置き換えるであった

り、何かを新設したり、統合・廃止したり、こういうようなことも考え

てますよであったり、それによってどういう効果が生まれることを期待

している一方でこういう課題が発生するんじゃないかということが考え

られますであったり、そういうようなところをですね、もう少しデジタ

ル専門家でなくても議論できるように、方向づけをしていただいた方が、

議論しやすいように思います。  

 

（小國会長）  

 はい、白澤委員。  

 

（白澤委員）  

 この審議会での今後の議論というのは、今井委員がお話しされたとお

り、委員の方でいろいろアイデアを出しながら進めて、ずっと今まで事

務局にご質問という形だったと思うんですけれども、中心がないってい

うのは全くもって私も賛同するところでありまして、せっかくですねこ

れまで経営改革プランについて議論をさせていただきましたし、この後

には人員適正化計画も控えてますので、それを串刺しできるような、全

体を見て、メッセージとしてきちんと伝わるような、答申にできたらい

いなというふうに個人的には思っています。  

その上で、こうあったらいいよねっていうところの枝葉として、今日

ご議論いただいた内容ですとか、具体的な個別の施策に関しては繋がっ

ていくというふうに感じておりますので、そこを皆さんで一緒にアイデ
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アとしてというか、議論ができたらいいのかなというふうに個人的には

思っております。  

 

（小國会長）  

 あくまでもここのセクションは、事務局に対する質問というところで

位置付けておりましたので、事務局に対して議論していく前提として聞

きたい部分を聞いていただくっていうつもりで私も議事進行してきたつ

もりでございまして、ある程度事務局に対しての質問が出尽くしたとい

うことであればですね、時間も限りがありますので、その他に事務局の

方への質問や解決していっておきたいことがあれば随時発言していただ

ければと思いますが、そろそろですね委員の中で、次期情報化推進計画

を策定するにあたって、次期情報化推進計画というものをどういう方向

性で作っていけばいいのか、どういうことを盛り込んでいくべきなのか、

ど う いう こ と に 重 点 を 置く べ き な の か っ てい う と こ ろ に つ いて の 議 論

入っていけるといいかなというふうに思っています。  

 資料６の説明と、我々の質問に対する事務局の回答を通して、現状あ

る程度皆さん把握されたと思いますが、それらを踏まえて、どんな方向

性で次期情報化推進計画を考えていけばいいのか、そのあり方について

議論して答申書の中に盛り込んでいきたいというふうに考えております。  

それでは、流山市の行政が DX の推進によって、どのように飛躍的革

新的な改革をすべきかということに焦点を絞って議論できれば良いかな

と思いますので、皆さんのご意見をいただければと思いますがいかがで

しょうか。  

 

-意見交換 - 

 

（青木委員）  

 情報化推進について、私なりに整理してきたんですけれども、自治体

のシステムとして３つの分類に分けられると思っています。  

まずは、 1 つ目は税や住基、国保年金、戸籍、介護、そういった住民

基幹業務ですね。  

２つ目に住民サービス、窓口業務ですとか、施設予約とか、道路とか

保育園とか、亡くなったときのフロント業務ですね。  

３つ目が、内部管理サービス、先ほどからお話が出ている文書管理や
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人事給与、財政情報基盤とかですね。  

 それぞれに対してどうやって進めていくのかということに関してです

が、まず基幹業務に関しては国の方で標準化というのが進められており

まして、これから 5 年の間に、全国的に統一的なシステムになっていく

ということになっていると思います。  

これはもう粛々と進めていくということだと思います。  

２つ目のフロント業務の利便性の向上、ここが多分私たちの意見が求

められている部分かなかなというふうに私は理解しているんですが、こ

こを高度化・効率化していくためにどうするか。  

例えば、住民行動の統合ですとか、或いはフリーアドレス化、窓口に

来た人があちこち行かなくても、１ヶ所で手続きが完結するですとか、

そういうことをやっていくっていう総合窓口化とかスマートシティ構想

みたいなことですね。  

それからですねもう少しそこから発展して、オープンデータ化、それ

に 伴 う 市 民 の 情 報 活 用 や 、 共 創 の 創 出 、 例 え ば 、 最 近 で は

EBPM(Evidence Based Policy Making：根拠に基づいた政策立案 )という

ことで、データの重要性みたいなものが言われているんですが、オープ

ンデータを提供して、市民の皆さんが自由にデータを使っていけるよう

な仕組みの構築、そういったことが考えられるのかなというふうに思っ

ています。  

３つ目の内部的なものに関しては、文書に関して、例えば、自治体ク

ラウドの活用ですとか、或いは給与とか共済とか、そういったものを近

隣自治体なんかと共同しながらやっていくみたいなことですね。  

そういうことでコストを減らしていくみたいなことが考えられるのか

なと。  

それら３つのシステムに共通して必要なのはやはり人材育成であり、

DX 人材をどういうふうに育成していくのか。  

課題の解決のためにシステムがあるわけですから、課題の設定ができ

る DX 人材の育成みたいなことが求められているのかなというふうに思

います。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

今の青木委員のご意見等について議論等あれば、もしくは他の意見等
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でもあればお願いしたいと思いますけど皆さんいかがでしょうか。  

 はい、山田委員。  

 

（山田委員）  

 いまのお話の中にもあった人の話ですけどね。  

いわゆる IT 関係の専門家っていうのを、市として必要と考えている

のかどうかというのがよくわからないんですよね。  

例えば、福祉職や土木職等の専門職は採用していますけど、情報職に

ついては、一般職の中から人材をピックアップして教育をしようという

考え方を市としては取られていたわけですよね。  

一方で、今回セキュリティに関して委員の皆さんから心配の声があっ

て、現状とのギャップがあるような感じがするんですけど、今後も市と

しては現在のような育成方針で行く考えなんでしょうか。  

 

（小國会長）  

 事務局、情報専門職的な人材ニーズがあるのかどうかっていうことと、

そういった人材育成もしくは採用するみたいな方針、もしくは方向性み

たいなこと議論されてるかどうかについて教えていただいてもよろしい

でしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ありがとうございます。  

情報政策・改革改善課の職員の中には、前職がシステムエンジニアで

あったり、学生時代に情報系の分野を専攻していた者はおりますが、現

在の職員採用においては、福祉職のような情報分野に関する専門職の採

用はしていません。  

 市にとって、専門家が必要かどうかという点ですが、情報システムに

関 す る専 門 的 な 知 識 を 有し て い る と い う 意味 で は な く て 、 シス テ ム を

使 っ てど う 業 務 を 進 め てい け る か と い う こと を 考 え る 職 員 が必 要 だ と

思っています。  

システム内部に関する詳細な部分につきましては、外部の事業者や市

役所に常駐しているシステムエンジニア等といった専門家の方から知見

をいただいたり、他の自治体で同じようなことをやっている職員にご教

示いただいたりしながら、それを流山市の業務にどう落とし込んでいく
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かを決めていくといった能力が市の職員として必要であると考えている

ところです。  

 

（白澤副会長）  

 他 の 自 治 体 の お 話 を し ま す と 、 IT の 専 門 人 材 と い う の を 抱 え て い

らっしゃる自治体は限りなく少ない状態だと思います。  

それは国も同じですね。  

デジタル庁でも実際にコーディングができる職員は少数です。  

さらに言えばですけれども、これから人口減少が起きる中において、

各自治体が単独でシステムを構築しているといったような状況は現実的

ではないと私は思っています。  

市単独でではなく複数市、もしくは今県がやっておりますけれども、

県全体でオーサライズをして同じようなシステムを入れるですとか、国

の方もやってますけれども、そこにいかにコストが少ない状態で沿って

いくかというところを検討していくことが必要なのではないかなという

ふうに思っています。  

さっきお話ありましたけれども IT 専門人材というよりは、 DX の人材

を増やしていくということを目的にしていくべきじゃないかなというふ

うに個人的には思っています。  

 

（小國会長）  

 白澤委員に質問があるんですけど、 DX の人材っていうのはどういう

要件だと考えるか、伺ってよろしいですか。  

 

（白澤副会長）  

 次 期 情 報 化 推 進 計 画 の 中 に も DX の 定 義 に つ い て は 記 載 が 必 要 な ん

じゃないかと思いますが、 DX という表現自体はいろいろな意味が内包

をされている広義な用語だと思っています。  

ただ、 IT 人材と DX 人材というのは、明らかに違いがあると思ってい

まして、その技術的なものがいかに正しいかというところを突き詰める

という部分を専門的に職業として持たれているのが IT 人材であって、

一方で、既存の正しさというよりも、新しいものを作っていくですとか、

今までのあった流れを一旦見直して新しい流れにしていくというような

ことを行っていくのが DX 人材だと考えています。  
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（小國会長）  

 先ほど、事務局の方から、システムをどう使って業務を進めていくか

ということを考えられる人材が大事だという考えを伺いまして、もちろ

んそれも現場の人材としては大事だというふうに思うんですけど、最新

のデジタル技術を生かせばどういうことが実現できるのかってことをわ

かってる人がいないとですね、業者の方が製品を売り込んできたものを

ただ買うっていう、クリエイティブなところになかなか進んでいかない

のかなと思っています。  

別にコーディングはできなくてもいいのかもしれないんですけど、最

新のデジタル技術というのを理解した上で、それを活用して市民もしく

は役所のためにどういうことが実現できるか、みたいなことを理解して

いる人みたいなのが必要なんじゃないかなと、白澤委員のお話を聞きな

がら思ったんですけど、それをデジタル DX 人材って言うんですかね、

白澤さんいかがでしょうか。  

 

（白澤副会長）  

 私が存じ上げてる範囲でですけれども、 DX 人材という定義の中には

そこは必ずしも必須項目として含まれているわけではないと思います。  

ただ、流山市のメッセージとして、そういった人材が必要だと、さら

に言えばですけれども、前回の経営改革プランの答申に書かせていただ

きましたとおり、共創社会の実現に向けてというところで、お話をさせ

ていただいた内容もありますのでそれに沿った人材というのを DX の中

にも盛り込んでいく必要はあるのではないかと感じております。  

 

（小國会長）  

 はい、今井委員。  

 

（今井委員）  

 今取り組もうとしてる DX 推進というのは、ひとつの大きな事業とし

て取り組んでいくのですか、それとも小手先の改善をしようと思ってい

るんですか。  

もし、大きな事業として取り組んでいくのであれば、コストもかかる

し人材もかかるし、いろいろな資源を投入するわけですから、当然責任



 

25 

 

が伴っていくわけですね。  

だから、失敗したときに誰も責任を取らないとか、そういうことはあ

りえないわけなんですね。  

つまり、大きな事業をだというふうにとらえるとらえているのであれ

ば、責任者を置くべきだし、その責任者がどういう組織を作るかはここ

では何とも言えませんけれども、何かそういう核になる人材がいて、そ

の方が責任も取るし、いろんな方向性を決めるとかといった権限を持っ

てもいいんじゃない権限を持ってもいいんじゃないのかなというふうに

思います。  

いまも市長直轄の DX 推進本部という組織があるということですけれ

ども、それでうまくいくんだろうかという危惧があります。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

はい、河野委員。  

 

（河野委員）  

 他の委員からも意見があったように、何をやるんですかっていうより

前 に 、ま ず 流 山 市 に ど んな 課 題 が あ る か とい う の を 先 に 考 える 必 要 が

あって、それを変えるために DX をどう使いますかって話だと思うんで

す。  

DX 人材がどうのこうのって話がありましたが、これから人材を集め

て何か教育していくとなるとたぶん時間的に間に合わないっていうこと

もあると思うのでやはりある程度は外部戦力に頼らざるをえない部分も

あると思うんですけど、 DX を効果的に進めていくためには、何が課題

なのかを洗い上げて、今までの手法の延長線じゃなくて DX によって一

気に効率化できますよというような提案を、気を遣わずに進められるよ

うな強い推進力を持った職員が求められるのではないかと思います。  

 

（小國会長）  

 はい、青木委員。  

 

（青木委員）  

 情報化の DX についてはやらなくてはいけないこととしては、先ほど
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お 話 した と お り 、 住 民 基幹 業 務 の 標 準 化 と、 そ の 他 住 民 サ ービ ス の 向

上・高度化、そして内部管理サービスのデジタル化、この３つであると

いうところは共通認識であるかと思います。  

そのためにどうすればよいかを話さないといけないっていうところを

前提にしてお話をした方がよろしいんじゃないかなと思います。  

また、デジタル人材の話で言うと、地方公共団体金融機構というとこ

ろが、総務省との共同事業として、無料でコンサルティング人材を派遣

する事業（経営・財務マネジメント強化事業）をやっていますので、４

～５回お呼びしてグランドデザインを描いてもらえばいいんじゃないか

なと思います。  

例えば、朝霞市、北見市、三条市、那覇市、加賀市等、先進自治体で

はそういったことをやっています。  

 

（小國会長）  

 青木委員、３つの領域の中で特にここを議論すべきというようなご意

見等ありますか。  

 

（青木委員）  

 住民基幹業務の方はもう標準化していくっていうことなので、私たち

が話し合うことあまりないんですよね。  

内部管理サービスに関しては情報セキュリティの問題とかもあります

の で 多少 議 論 が あ っ て もい い の か と 思 い ます が 、 一 番 大 事 なの は 住 民

サービスの向上だと思います。  

住民、フロント業務、保育園の申請、施設予約等といったところのシ

ステム、或いはデータの利活用ですとか、先進自治体の事例を見ながら、

ど う やっ て 住 民 サ ー ビ スの 向 上 を 図 っ て いく の か っ て い う こと を 話 し

合った方がいいと思います。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

住民サービスという意味ではですね、資料６に市民、事業者目線と書

いてあるとおり、我々も市民であり事業者であるので、我々が感じてい

るような課題感みたいなところを踏まえてご意見いただいてもいいかな

と思います。  
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事務局、逆に行政目線で住民サービスの面において課題感を持ってい

ることがあれば聞いてみたいと思うんですけど、いかがでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 市民の方々にとって便利なサービスを提供して市民の負担を軽減させ

ていくことが重要だと考えております。  

そのための取り組み 1 つのとして、今までは市役所窓口に赴かないと

受け取ることができなかった証明書を一部ご自宅で受け取れるようにす

る、「行かない窓口」といわれるものを 8 月 1 日から開始する予定です。  

また、お時間を極力いただかないようにするといった視点も重要だと

思いまして、例えば、市役所に来るということになりますと、おおたか

の森市民窓口センターを除けば、基本的に開庁時間が平日に限ってしま

いますので、平日の時間帯でお勤めされてる方等はお仕事を休んで来庁

しないといけなかったりする場合も想定されるので、そういった時間の

感覚といったものも大事だと思っているところでございます。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

はい、岡村委員。  

 

（岡村委員）  

 先ほどの青木委員の住民サービスの向上が一番大事だというご意見に

ついて、私も強く共感いたします。  

ただ、これは流山市だけではなくて、どの自治体も共通で抱えた課題

だと思うんですね。  

で す の で 、 デ ジ タ ル 化 の 大 き な メ リ ッ ト の 1 つ と し て 「 プ ラ ッ ト

フォーム化」というのがありますが、白澤委員も仰っていたように、こ

れからの時代はそれぞれの自治体が独自のものを作っていくのではなく、

他の自治体と共創してできるかっていうのが 1 つポイントになってくる

かと思うんですね。  

そこで 1 つ聞きたいのが、自治体が協力してそういったものを作りま

しょうっていうことが、現実的にありえるものかどうか、その辺り率直

なとこいかがでしょうか。  
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（小國会長）  

 事務局いかがでしょうか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 はい、ありがとうございます。  

他の自治体と共同でシステムを利用するといったことは今までも一部

やってきたところです。  

例えば、内部向けのシステムとして基幹系業務といったものあります

けれども、以前は各団体でシステムやネットワークを調達しなければい

けなかったものを、同じシステムを使っている自治体が集まって、同一

のデータセンター内で各自治体の保存領域を分けて使い、コストを抑え

る等、自治体クラウドと呼んでいますが、そういった取り組みをしてい

ます。  

また、流山市で電子申請システムというものを導入していますが、こ

れは千葉県が調達して提供しているもので、千葉県内で共同調達に参加

する自治体が利用でき、流山市もこの共同調達に参加し、電子申請シス

テムを利用しているところです。  

そういった県等が共同利用を進めているものを利用することで、コス

トを抑えられますし、個別調達だと例えば、メンテナンス保守作業等と

いったところで各自治体の職員が委託事業者とやり取りしていく必要が

ありますが、共同調達であれば共同調達を取りまとめる県等が対応しま

すので、職員負担軽減といったメリットもあります。  

他団体とのシステムの共同利用につきましては、今後も進めていきた

いと思っているところです。  

 

（小國会長）  

 今の岡村委員の質問と、事務所の回答に付随して意見というかお考え

を伺いたいんですけど、今おっしゃったことはどちらかと標準化に乗っ

てくる部分、つまりどの自治体でも共通して提供するサービスの話だと

思うんですけど、他の自治体と共同してシステム化をするということは、

各自治体が独自のサービスを提供しづらくなるという点と表裏一体だと

私は捉えているのですが、これについて行政側の考えをお伺いできれば

と思いますが、事務局いかがでしょうか。  
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（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 例 えば 、 流 山 市 に は オー プ ン デ ー タ 専 用サ イ ト が あ り ま すが 、 そ う

いった専用サイトを複数の自治体が共同でやられている、システム標準

化や電子申請とは別に、新しいシステムを他の自治体と一緒に何かやっ

ていく等、そういった先進的な取り組みを始めている自治体があるとい

うことは、本市においても確認しているところです。  

流山市と他自治体とで、将来的なビジョンが一致している部分があれ

ば、自治体間のプラットフォーム化ということも視野に入れて導入を検

討する必要があると思っているところです。  

 

（小國会長）  

ありがとうございます。  

はい、白澤委員。  

 

（白澤副会長）  

 県の DX 推進戦略のアドバイザリーをやっておりまして、その中で出

ている内容をお伝えをさせていただきますと、県の方が、システム導入

に関してのコンサルティングを自治体に無償で提供しますということを

お話されています。  

 共同調達の話がありましたけれども、それに関しましても、分科会と

いう形で、何か課題があればそれに対して何市かで話し合いましょうと

いうような枠組みがありまして、今年度からスタートしています。  

それは、まだシステムがないものに対して検証するというような流れ

ですね。  

もう 1 つは、流山市は第２の PPP ということで、パブリック・パブ

リック・パートナーシップという宣言を出してます。  

PPP はもともとパブリック・プライベート・パートナーシップという

公民連携に関するものなんですけれども、パブリック・パブリックとい

うことで、他自治体がすでに導入しているものに対して、同じような枠

組みで導入するというようなものを宣言してるんですね。  

なので、それを推進していくということで、他自治体がすでに先行導

入 し てい る も の で あ れ ば、 良 い も の を 導 入し て い く と い う 方向 性 を 持

つっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思っています。  

また、例えばですけれども、その枠組みにも当てはまらないものに関
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して、流山独自でベンチャーと一緒にシステムを作り上げて、その財を

他自治体に使っていただくというようなビジネスモデルを新たに構築す

るということも可能性としてはゼロではないと思います。  

 また、前回審議した経営改革プランの諮問にも「非連続な思考による

イノベーションにより」というような一文が入っていたかと思いますが、

既存のものを活用して効率化していくということも大前提として必要だ

と思うんですけれども、プラスアルファ、新たなものを生み出す仕組み

というのを念頭に置いて議論をできると、この先５年間ぐらい効いてく

る内容になってくると思いますので、良いかなというふうに思っており

ます。  

 

（小國会長）  

 はい、青木委員。  

 

（青木委員）  

 コ ンセ プ ト の 話 に だ んだ ん 入 っ て き た と思 う ん で す け れ ども 、 ど う

いったコンセプトで取り組んでいくかということに対する提言としてで

すね、流山市は都心から一番近い森のまちということですので、環境や

自然保護に関する DX が何かできないかということを検討していくって

いうのが１点。  

もう１つは子育てするなら流山市ということですので、子育てスマー

ト シ ティ 構 想 み た い な こと を や っ て い く って い う こ と が 考 えら れ る ん

じゃないかなと思います。  

私は保育士として保育園で働いているんですけれども、非常に煩雑な

書類の提出が毎年４月に行われていて、事務職員も保護者も書類に追わ

れます。  

なので、例えば、そういったところをデジタル化によって利便性の向

上を図るであったりとか、その他には、保育園と保護者間が出欠等の連

絡を取るためのシステムを各保育園で導入していますが、市が取りまと

めて共同調達するといったことも考えられると思います。  

 

（小國会長）  

 ありがとうございます。  

はい、今井委員。  
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（今井委員）  

 白澤委員は県の DX 関係のアドバイザーをされているということです

が、各自治体で共通している業務は一斉にシステムを共通化して、独自

でやっている業務は各自治体で取り組むといった動きを県として取られ

ているのでしょうか。  

 

（白澤副会長）  

 わかる範囲でお答えさせていただきたいと思います。  

千葉県デジタルトランスフォーメーション推進戦略というものを令和

５年３月に新たに策定していますが、その中には基礎自治体との連携と

いうことが記載されており、昨年度からは基礎自治体との連絡担当とい

うものが設置されていますし、今年度からはコンサルティングをします

よというような流れが進んでいるというような状況です。  

県もまだ動き始めたばかりではあるんですけれども、絶対に必要です

というお話は、アドバイザリー会議の中で、委員の皆さんがお話をされ

ていらっしゃいました。  

県の動きとしては、重層化支援に関して、書類がかなり煩雑だという

ことで、デジタル庁のデジタル田園都市国家構想計画の予算を取りまし

て、今年度から、県内でのデータ連携ができないか、ソリューションが

できないかみたいなところをゼロベースから話し合い始めているという

お話を伺っています。  

そういった流れで、県も実施し始めているというのは事実あるとは思

います。  

 ただ、県内の一部の自治体がやっているような業務に対して画一的な

支援に関するシステム化というのは、県でも吸い上げきれていないとこ

ろがあるというふうに私も認識していますし、そういったところが結局

は煩雑になるといいますか、デジタルがなかなかできないで残ってしま

うのではないかなというふうに認識をしております。ですので、県規模

で共通化していくほど大きくはないけれども、一部の自治体と共通化し

ていけるものは、この審議会で議論していった方が良いかと思いますし、

推進していくべきだと思っております。  
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（小國会長）  

 はい、洞下委員。  

 

（洞下委員）  

 現状分析をした上で、どういうことが必要なのかを考えるのが大事だ

と思います。  

もしかしたら、他自治体よりもすばらしくできてるのに、まだこれ以

上やるのかっていう話にもなるかもしれませんよね。  

現状分析の結果を知らない中で我々が幾ら話してても、どういうこと

を先行してやったほうがいいんじゃないかっていうことの話にならない

んじゃないのかなと。  

ですので、流山市におけるデジタル化についてどのように現状分析し

ているか事務局にお伺いできますでしょうか。  

 

（小國会長）  

 今の洞下委員のご質問に対して、行政側がどういうふうに現状分析し

ているのかを事務局にお答えいただければと思います。  

そのあとに、我々市民もしくは事業者目線で、どう見えているかとい

うところを委員の皆様からもお聞きできればと思います。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 流山市の DX につきまして、他の団体と比べてどうかというところは

単 純 な比 較 は で き な い で す が 、 先 進 的 で ある と は ま だ ま だ 言え な い と

思っています。  

例えば、オープンデータにつきましては、比較的早く取り組んでいた

と思いますが、一方で、内部文書の電子決裁につきましては、他自治体

でも既に導入しているところは多いですので、そういったところは遅れ

ていると思います。  

DX につきましてはこれからより一層取り組んでいかなければいけな

いと考えています。  

 

（小國会長）  

 委員の皆様からはどう見えているでしょうか。  

はい、白澤委員。  
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（白澤副会長）  

DX 推進度ランキング２０２３というのが出ておりまして、自治体の

DX 推進体制や行政サービスの高度化 等の全５項目で採点されているで

すけども、そのランキングでは流山市は２２位となっております。  

県の方でお話をしますと、千葉県に関しましては４７都道府県の中で

DX 推進に関してはかなり遅れている方であり、それは県職員も認識を

しております。  

先進的ではないということを理解しつつも、それを裏手にとって効率

的であるものを採用するということと、だからこそ千葉県独自の DX 推

進をするべきだよねという話を、アドバイザリー会議の中でもさせてい

ただいております。  

ま た 、 特 色 が 出 て い る と い う と こ ろ に は 至 っ て ま せ ん け れ ど も そ う

いった方向性を持っているというところもあります。  

 流山市の話に戻ると、青木委員から市民サービスの向上が重要という

ご意見がありましたが、この情報化推進計画に関しましては、今回の審

議 会 で初 め て こ う い っ た形 で 、 市 民 に 開 かれ て 話 を 聞 く と いう こ と に

なったというふうに伺っておりまして、こういった市民の声が入るとい

うことが今までなかったのは事実だと思うんですね。  

ですので、 DX 推進の在り様といいますか、こうあったらいいのにと

いうところを、この審議会で市民目線の意見としてきちんとお伝えでき

るのはすごいいいことかなというふうに思っています。  

 

（小國会長）  

 はい、洞下委員。  

 

（洞下委員）  

 事務局の現状分析では、他の自治体はやっていて流山市が遅れている

部分もあるということですけど、その流山市と他自治体とのギャップを

埋めるために、取り組みを進められていないのは何故でしょうか。  

そこが、流山市が取り組むべき課題であったり、逆に過剰な IT サー

ビスである場合もありますので、取り組む必要のない部分であったりと

い う とこ ろ も 含 め て 、 その ギ ャ ッ プ に 対 して 評 価 で き る 人 材が 必 要 で

あって、そういった人材がいないと、他自治体よりも劣ってるというと



 

34 

 

ころで終わってしまって、次に進められないのではないかと思います。  

 

（小國会長）  

 はい、青木委員。  

 

（青木委員）  

 私の個人的な考察ですけれども、やはり急激な人口増というのが、流

山市役所の業務に対して非常にインパクトを与えているのではないかと

思います。  

自治体は人口２０万人が１つの目安になっていて、人口が２０万人以

下の自治体と２０万人以上の自治体では国から求められるものも違うし、

必要とされるリソースとか施設とか組織も変わってくるわけです。  

流山市は近年の人口増加によって、この２０万人を超えてきています

ので、やはりここで DX 化というエンジンをかけて、ある程度の規模の

自治体のレベルまで引き上げないといけない、そういう段階にいるんだ

というふうに考察しています。  

 

（小國会長）  

 はい、岡村委員。  

 

（岡村委員）  

 資料６の市民事業者目線という中に、ニーズに合った情報を適時受け

られるっていうことが書かれてますけど、本当に多くの市民の方が望ん

でいるのでしょうか。  

毎年出さないといけない煩雑な書類を電子でぱっと出せるようにして

欲しいといったニーズのほうが多いかもしれないですし、市民ニーズ毎

年出さないといけない煩雑な書類を電子でぱっと出せるようにして欲し

いといったニーズのほうが多いかもしれないですし、市民ニーズの吸い

上げ方がこれでいいのかどうかってのいうのが、今いろいろ議論聞いて

る中で疑問に感じてきたところです。  

 

（小國会長）  

 DX に絡むっていうところに限定して、市民ニーズの吸い上げって今

どのような形でやられてるんでしょうか。  
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事務局ご回答いただけますか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 DX に は 限 定 し な い の で す が 、 毎 年 、 流 山 市 ま ち づ く り 達 成 度 ア ン

ケートというものを行っており、そこで、流山市のサービスについてど

う思うかといったご意見を伺っているところで、いただいた意見は全庁

に共有して、今後施策や事業をどう進めていくべきか、こういった部分

はシステム化によって効率的するべきといったところの検討材料とさせ

ていただいているところです。  

また、毎年窓口対応アンケートというものを実施し、窓口での手続き

にかかった時間や接客対応、環境等といったところに対するご意見を市

役所や出張所に来庁した方からいただいているところで、そこでいただ

いた意見も今後の業務の参考とさせていただいてるところです。  

 

（小國会長）  

 今のお話だと、細かな改善には繋がっても、 DX による改革というと

ころには繋がらないのかなというふうな印象を持ったのですが、それに

ついて事務局はどのように考えられますか。  

 

（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 ご指摘のとおり、先ほどご説明したアンケートにつきましては業務改

善という点に関しては大いに参考とさせていただいているところですが、

アンケートでいただいた意見をもとに今までの連続的な改善ではなく別

の発想による新しいサービスを生み出すためにどうすればよいかという

ところまで考えられる力を持った職員を育てていくということは課題と

して捉えています。  

そういった職員の育成を目的として、今年度から各課の DX 推進リー

ダーを選出しているところですが、情報政策・改革改善課と各課の DX

推進リーダーで協力して、業務改善にとどまらない新たな発想を生み出

す土壌を作っていくことを、次期情報化推進計画の中にも盛り込んでい

きたいと思っております。  

 

（小國会長）  

はい、白澤委員。  



 

36 

 

 

（白澤副会長）  

 経営改革プランに関する審議の中にあった、補助金の交付に関する議

論で、その内容だったり効果をもう少し明らかにしたほうが良いのでは

ないかという意見があったと思います。  

先ほどニーズに合った情報を適宜受けられるという話がありましたが、

そういったものって現状なかなか市民が情報をすぐに受けられる状況で

はないというふうに思っているんですね。  

ですので、そういった情報が市民に届きやすいようになるというのも、

このニーズというところに入っているかなというふうに個人的には思い

ました。  

 

（小國会長）  

 はい、そろそろですね、時間も迫って参りましたので一旦ここまでの

ご意見を私の方でまとめたいと思います。  

 情報化推進を考える上では、システムの標準化するところ、住民サー

ビスにかかるところ、内部管理かかるところ３つの層で考えていくべき

だというご意見があったかと思います。  

標準化は国の方針に合わせて粛々と進めていけばよいというところで、

我々として検討すべきところは、住民サービス及び内部管理のところだ

ろうと。  

その中で、特にやはり住民サービスのことに関しては我々としてきち

んと考えていくべきだろうというご意見があったかと思います。  

 こ の住 民 サ ー ビ ス に 関し て は 、 自 治 体 間で 共 通 し て い る もの 等 、 プ

ラットフォーム化によって効率化できるようなものがあれば積極的に検

討していくべきであり、そこに当てはまらない流山市独自でやっている

ようなものは流山市として検討していくべきであろうという意見があり

ました。  

流山市の独自性というところでは、「都心に一番近い森のまち」とい

うキャいうキャッチフレーズがあるとおり環境だとか自然だとか、「母

になるなら流山」という流山」ということで子育てをより良くするため

のものといったことが例として挙がりましたが、例えば、そういったと

ころの課題を解決するためのシステムを業者と一緒に検討して構築し他

の自治体にも使ってもらうみたいな、そんな新しいビジネスモデルみた
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いなことも考えてもいいのではないかみたいなお話が出てたかと思いま

す。  

 その中で、流山市が今どういう状況にあるかっていうことを現状分析

して把握して、目指すべき姿とのギャップを判断する人材みたいなもの

も 市 とし て 必 要 な の で はな い か と い う ご 意見 が あ っ た か と いう ふ う に

思っています。  

 また、流山市は急激な人口増加によっていろんな新しい課題であった

りだとか問題点が現れているというところで、人口２０万人という一つ

の基準を超えたことで、今後より一層 DX 化のエンジンをかけて引き上

げないといけないという意見もあったかと思います。  

 従来の考え方もしくは現在の延長線上でないものを DX として考えて

いかなければいけないということもご意見としてはあったかと思います

が、 DX 化を推進していく中で、市民もしくは事業者の意見をどういう

ふうに吸い上げるかというところについてちゃんと着目していかなけれ

ばいけないという意見もありました。  

今までも、市としてはまちづくり達成度アンケート等を通じて市民の

意見は吸い上げてきているということでしたが、もちろん日常業務の効

率化という点では大いに活用されていると思いますが、トランスフォー

メーションという方向にはなかなか繋がっていないのではないかと思い

ますので、業務改善を超えるものを考えていく力のある人材が職員とし

ても必要ということで、今も DX 推進リーダーを中心にやられていると

こだと思いますが、市民の意見を適切に汲み取ってそれを DX につなげ

ていくような人材というものの育成というのも課題であると市としても

考えるというところかというふうに理解しております。  

 これらの要点をもとに次期情報化推進計画の方針や答申案に反映して

いこうというふうに思っていますが、今日いろんな意見が出て皆さん思

うところもあるかと思いますので、次回も引き続き今日の論点について

議論できればいいかなというふうに思っております。  

 

（小國会長）  

それでは、次第２については以上とし、最後に、次第「その他」とし

て、今後の審議のスケジュールについて、事務局から説明をお願いしま

す。  
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（事務局）佐藤情報政策・改革改善課長  

 まず、資料７の「審議会スケジュール表」をご覧ください。  

次回の審議会は８月中旬に予定しておりますが、委員の皆様から、具

体的に出欠可能な日程を伺い、出欠可能な方の多い日程を優先し、スケ

ジュールを決定させて頂きます。  

もう１点、「意見シート」について説明します。  

本日の説明や、審議の中で生じた質問や意見で、審議中に発言ができ

なかったことにつきましては、お手元の「意見シート」に記入のうえ、

ご提出をお願いします。  

本日、この場で記入のうえご提出頂いても結構ですし、このあとお送

りする電子メールに返信する形でお送り頂いても結構です。  

７月３１日（水）までにご送付頂けますよう、お願いします。  

事務局からは以上です。  

 

（小國会長）  

 承知しました。  

 それでは、他になければ、以上をもちまして、第５回行財政改革審議

会を終了します。  

皆様、お疲れ様でした。  


